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※札幌市民憲章は、“札幌”をより豊かで明るく住みよいまちにすることを念願して、昭和３８年11月３日に市
民の総意として制定されました。これは、人口増加や都市化により、人と人との結びつきが薄れ、市民の連
帯意識や公徳心が低下してきたことから、心のよりどころとなるよう、市民各層の代表者によってつくられた
ものです。令和5年度に制定60周年を迎えます。
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